
（平成２２年２月１０日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 17 件

国民年金関係 8 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 32 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 19 件

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

福岡国民年金 事案 1812 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年 11 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 46年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年 11月 

 国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間の納付記録が確

認できないとの回答をもらった。 

申立期間当時、学生であり、家族とは別居してＡ市Ｂ区に住んでいたが、

区役所の職員から実家に「国民年金保険料が未納となっているが、申立人

の家庭は保険料を納付できない経済事情とは考えられないので、未納と

なっている国民年金保険料を納付するように。」との納付勧奨の電話があ

り、実家から送金を受けて納付したことを憶
おぼ

えている。保険料の未納があ

り区役所から知らせがあれば、その後に保険料を納付しないはずはなく、

１か月の保険料のみ納付していないということは考えられない。 

申立期間の国民年金保険料は納付しているので、納付記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、平成３年＊月の 20 歳到達時

から６年３月までの国民年金加入期間について、申立期間を除き、国民年金保

険料をすべて納付しており、申立人の国民年金保険料の納付意識の高さがうか

がえる。 

また、Ａ市役所が保有する国民年金収滞納一覧表及びオンライン記録によ

り、申立人は、申立期間前後の期間の国民年金保険料をすべて現年度内に納付

していることが確認でき、申立期間の国民年金保険料を納付したものと考える

のが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1813 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年 10 月から 53 年２月までの国民年金

保険料については、還付されていないものと認められることから、還付につい

ての記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年７月から 52年３月まで 

                  ② 昭和 52年 10月から 53年２月まで 

私が前の会社を辞め、次の職に就くまでの間、母が国民年金の加入手続

や保険料を納めていたと、生前の時に聞いている。 

国民年金保険料の領収書は、昭和 52 年度しか持っていないが、ちゃんと

保険料を納めた記憶があるので、当時居住していたＡ町（現在は、Ｂ市）

の国民年金係に聞いたところ、当時の資料は無いとのことだった。 

また、社会保険事務所（当時）に納付の確認をしたところ、納付した記

録が見当たらないとの回答だったが、国民年金の加入手続や納付をした母

は既に亡くなっており、当時のことを知ることはできず、領収書等は残し

ていたはずなのに、申立期間のほかの領収書は見当たらない。それでも申

立期間が未納となっていることに納得できない。 

さらに、昭和 52 年 10 月から 53 年２月までの保険料が還付されていると

のことだが、還付を受けた記憶が無く、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人が所持する昭和 52 年度の国民年金保険料領

収書により、国民年金保険料が納付されていることが確認できるものの、申立

人は、当該期間中はＣ共済組合に加入していることから、納付済みとされてい

る当該期間の国民年金保険料を還付することが必要であるが、特殊台帳には、

「52．10～53．２ 」及び金額の記載があるのみで、還付決議や、還付された

年月日等の記載は無い上、還付整理簿及びＡ町の国民年金被保険者名簿等は既

に廃棄されていることから、還付についての詳細が不明であり、特殊台帳の記



  

載をもって申立人の申立期間②に係る国民年金保険料が還付されたとまでは言

い難い。 

一方、申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 52

年８月に払い出されており、ほかに別の国民年金手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情は見当たらず、当該期間は過年度納付で納めることに

なるが、申立人の国民年金被保険者資格取得日は、平成 19 年４月の厚生年金

保険の記録追加により、昭和 50年８月から 51年７月に変更されていることか

ら、申立人の母親が、52 年当時に申立期間の国民年金保険料のみを過年度納

付したとは考え難い。 

また、申立人の母親が申立人の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、日記等）が無い上、申立人自身は国民年金の加入手続及び

保険料納付に関与しておらず、申立期間①の国民年金の加入状況、保険料の納

付状況等が不明であり、ほかに申立期間①の国民年金保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 52 年 10 月から 53 年２月までの国民年金保険料を還付されていないもの

と認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1814 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 53年４月から同年 10月までの国民年金保

険料については、付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 53年４月から同年 10月まで 

             ② 昭和 53年 11月から 54年６月まで 

私は、「ねんきん特別便」で申立期間の付加保険料が納付の記録になって

いなかったので、領収書を提示して付加保険料納付の記録に訂正しても

らったが、平成 21 年５月 27 日に、社会保険事務所（当時）から申立期間

の付加保険料納付は認められないとの回答があった。しかし、同日に届い

た「ねんきん定期便」では、昭和 53 年４月から同年 10 月までの付加保険

料は納付済みになっていた。 

社会保険事務所の説明では、「その期間については領収書を所持していた

ので、一度は付加保険料納付と記録を追加したが、受領印が私印のため付

加保険料を納付していたものと認められないので、取消処理をしている。

『ねんきん定期便』は誕生月の２か月前に作成するために、取消以前の

データで『ねんきん定期便』が送られている。」とのことだが、社会保険

庁（当時）が納付を認めて印刷しているのに、社会保険事務所が認めない

のは納得がいかない。 

私は、昭和 52 年１月の国民年金加入当初から 53 年 10 月までは、婦人会

の人が集金に来ていたので母と一緒に付加保険料を納付していた。その後、

結婚してＡ市Ｂ区に転居してからは、集金人に付加保険料を納付している。

申立期間の付加保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が所持する当該期間の領収書に付加保険料

を含んだ納付額が記載されていること、及び同領収書の受領印欄に納付年月日



  

等が記載された収納印ではなく個人の私印が押されているものの、同様に私印

が押されている昭和 52年１月から 53年３月までの期間については、オンライ

ン記録では付加保険料を含んだ国民年金保険料が納付済みとされていること、

並びに申立人と同居し一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の母

親は、当該期間の付加保険料が納付済みとなっていることから、申立人は、当

該期間の国民年金保険料について、付加保険料を含めて納付していたと考える

のが自然である。 

一方、申立期間②については、特殊台帳によると、申立人は、Ｃ県Ｄ町か

らＡ市Ｂ区に転居後の昭和 54年７月 23日に、付加保険料の納付申出をしてい

ることが確認できる上、申立人が所持する当該期間の領収書には、付加保険料

を除く定額保険料額が記入されていること、及び同様に定額保険料額のみが記

載されているにもかかわらず付加保険料が納付済みと記録されている当該期間

直後の 54 年７月から同年９月までについては、別途、付加保険料額のみの領

収書が発行されていることが確認できることから、申立期間②は付加保険料の

納付申出前の期間のため、付加保険料を納付することはできなかったと考えら

れる。 

また、申立人が申立期間②に係る付加保険料を納付していたことを示す関

連資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立人が当該期間に係る付加保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53年４月から同年 10月までの国民年金保険料を、付加保険料を含めて納

付していたものと認められる。 

 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1815 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年 11月から 48年９月まで 

         ② 昭和 54年１月から同年３月まで 

私は申立期間①の国民年金保険料を納付している可能性がある。当時は給

料手渡しがされていた時代なので、手元にお金があるうちにと大事な国民

年金保険料を納め、領収書を受け取っていたと記憶している。昭和 48 年 10

月より体調不良で療養したため、50 年の中ごろまでは納付していない可能

性がある。51年４月からは職に就いて保険料を納められるようになった。 

また、昭和 54 年１月から同年３月までの３か月だけがポツンと未納とさ

れているが、未納があればそこを詰めて納めさせるのではないか。前後の

月はきちんと納めているのだから、この期間についても納めているのは一

目瞭
りょう

然ではないか。 

以上の二つの申立期間について、国民年金保険料を納付していたと認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、Ａ市Ｂ区（現在は、Ｃ区）Ｄから同区

Ｅへ転入した昭和 54 年４月７日に、国民年金の住所異動の届出を行っており、

同時点で申立期間②は期限内納付が可能な期間である上、当該期間の前後の期

間は現年度納付されていることが確認できることから、当該期間の３か月のみ

が未納とされていることは不自然である。 

一方、申立期間①については、申立人は、当該期間当初の昭和 45 年 11 月

にＦ県Ｇ市からＡ市に転居しており、申立人が所持する国民年金手帳には、住

所変更の記載がされているが、昭和 45 年度の国民年金印紙検認記録欄には、



  

検認印は押されていないとともに、Ａ市の国民年金被保険者名簿及び特殊台帳

によれば、申立人は昭和 46 年４月１日から 51 年３月 31 日までの間、不在被

保険者として社会保険事務所（当時）の管理に移されていることが確認できる

ことから、申立人は、国民年金保険料を納付することができなかったと考えら

れる。 

また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立人が当該期間の国民年金保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1816 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年３月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

             

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年３月から同年７月まで 

私は、22 歳ぐらいから医院に勤務していたが、同僚から国民年金の加入

を勧められ、平成４年３月にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続をした。

その時、係の人に４年間ほどさかのぼって納付したいと相談したところ、

時効で２年間しかさかのぼれないと説明を受けた記憶がある。 

当時、家計は楽ではなかったことから、過去の未納分を分割して、現在の

保険料１か月分に過去の未納１か月分を加えた２か月分を毎月納付書で支

払った記憶がある。 

国民年金の加入手続をした後は、毎月２か月分ずつ納付しており、申立期

間が未納となっているのは納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年３月に払い出されており、同

番号が払い出された時点では、申立期間は国民年金保険料を過年度納付するこ

とが可能な期間である上、申立期間は５か月と比較的短期間である。 

また、オンライン記録では、平成４年４月から同年８月までは現年度保険

料がほぼ毎月納付され、同年９月から６年４月までは、現年度保険料及び過年

度保険料の２か月分の保険料がほぼ毎月納付されたことが確認できることから、

国民年金加入後の４年４月以降から現年度保険料及び過年度保険料の２か月分

を毎月納付していたとする申立人の供述内容に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人は、国民年金加入後の平成４年４月以降は国民年金保険料

の未納は無く、保険料の納付意識の高さがうかがえる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡国民年金 事案 1817 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 23年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年８月及び同年９月 

昭和 47年 10月に、夫がＡ市Ｂ区役所で私の国民年金の任意加入手続を行

い、同市職員の勧めにより同年８月及び同年９月分の国民年金保険料をさか

のぼって納付した。ねんきん記録のお知らせを確認したところ、申立期間が

未加入となっていたため、国民年金手帳の記録を確認したところ、同時期に

加入手続を行い、保険料を納付した確証を得た。この旨を社会保険事務所

（当時）に申し立てたところ、当該期間の国民年金保険料を還付した事跡が

ないため、還付すると言っているが、絶対に納得できない。申立期間を国民

年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年金被保険者

名簿及び申立人が所持する国民年金手帳の記録から、申立人の国民年金手帳記

号番号は、昭和 47 年 10 月 27 日に払い出され、申立人が同日に国民年金に任

意加入したことが確認できる。 

また、当該被保険者名簿及び手帳の記録から、Ａ市Ｂ区役所が申立期間の

国民年金保険料を昭和 47 年 10 月 27 日に収納したことを示す記録が確認でき、

行政側の事務処理に適切でない取扱いがあったことが認められる。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の還付を受けたことがない

と申し立てており、オンライン記録、国民年金被保険者台帳及び当該被保険者

名簿においても、還付の記録は確認できない上、社会保険事務所も当該還付の

事跡が無いことを認めており、申立期間の保険料は還付されておらず、長期間

国庫歳入金として扱われたと考えるのが相当である。 

このような状況を踏まえると、申立期間が国民年金任意加入であるため、

制度上国民年金保険料を納付できないことを理由として保険料の納付を認めな

いのは信義則に反することなどの事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、

申立期間の国民年金保険料を納付したものと認められる。 

 



  

福岡国民年金 事案 1818 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 10 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 44年生  

住    所 ：   

       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成元年１月から同年３月まで  

         ② 平成元年 10月 

私は、申立期間の国民年金保険料をいつ納付したかは記憶していないが、

Ａ町の実家にいたときに、同町役場の二人の女性職員が、滞納していた国

民年金保険料の集金に来たのをはっきり記憶している。それまで、納付書

は送られて来ず、督促のはがきが届いて、町役場に何度か電話をした。滞

納した国民年金保険料を集金するのであれば、古い日付の分から集金する

と考えられるが、申立期間①が未納になっているのは納得できない。 

私は、国民年金保険料を滞納しがちであったが、手元の納付書で納付す

ることができなくなった分については、社会保険事務所（当時）に出向き、

納付書を発行してもらい、さかのぼって保険料を納付してきた。申立期間

②については、その前後の月の保険料を納付していて、当該期間のみの保

険料が未納であることはあり得ない。申立期間の納付記録を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、その前後の期間の国民年金保険料は、過年度納付

で納付済みである上、申立期間は１か月と短期間であり、申立人が当該期間の

国民年金保険料を納付しない特別な事情は見当たらない。 

一方、申立期間①については、申立人は、Ａ町役場の職員が国民年金保険

料を集金したと申し立てているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、申

立人の基礎年金番号前後の国民年金任意加入者の番号払出時期から見て、平成

元年５月から同年６月までの間に払い出されていることが推認され、この時点



  

では、当該期間は過年度となっていることから、同町役場では申立期間の国民

年金保険料を収納することができなかったものと考えられる。 

また、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、Ａ町役場が保管する国民年金保険料領

収済通知書兼検認票において、当該期間直後の平成元年４月から同年７月まで

の国民年金保険料が収納されていることは確認できるが、当該期間の国民年金

保険料が収納されていることは確認できないなど、ほかに当該期間の国民年金

保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成元年 10月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1819 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 19年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

   申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年６月まで 

国民年金保険料納付記録を照会したところ、申立期間が未加入期間となっ

ているため国民年金保険料の納付記録が確認できなかったとの回答をも

らった。 

 結婚後は国民年金に任意加入となることを知らないで継続して国民年金

保険料を納付した。申立期間の国民年金保険料を納付した領収書を所持し

ており、申立期間の保険料の還付を受けた記憶も無いので、申立期間が未

加入期間とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する国民年金保険料の領収証書により、申立人は申立期間の

国民年金保険料を昭和 48年８月 10日に納付したことが確認できる。 

また、社会保険事務所（当時）において、申立期間に係る還付整理簿は保

管されておらず、オンライン記録にも同期間の保険料が還付又は他の期間の保

険料として充当された記録は無い上、還付記録がある場合に作成し保存すべき

国民年金被保険者台帳（特殊台帳）も確認できない。 

さらに、国民年金被保険者名簿の検認記録の昭和 48 年４月から同年６月ま

での欄に「職権 納付不要」の記載があり、種別変更届出がなされなかったた

め職権で申立期間を未加入期間とされたものと推測されるが、国民年金法（昭

和 60 年改正前）附則第６条の２の規定により任意加入の申出をした者とみな

されることから、申立期間は国民年金の被保険者期間であり、保険料について

は納付済期間とするのが妥当である。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 1759 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 54年５月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 18年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54年５月２日から同年６月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険被保険者記録について照会した

ところ、申立期間の被保険者記録が無い旨の回答があった。 

私は、昭和 51 年にＢ社に入社し、54 年４月に同社から関連会社であるＡ

社に転勤となったが、申立期間も継続して勤務しており、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 公共職業安定所の雇用保険被保険者記録及び同僚の供述から判断すると、申

立人は、Ｂ社及び同社の関連会社において継続して勤務し（昭和 54 年５月２

日にＢ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 54

年６月の社会保険事務所の記録から、13 万 4,000 円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該事業所は昭和 55年 10月１日に厚生年金保険の適用事業所

ではなくなっており、当時の事業主も所在不明であり、このほかに確認できる

関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1760 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和 55年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 26万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和６年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年２月１日から同年３月１日まで 

Ａ社Ｃ支店に勤務していたが、昭和 55 年１月末に急に同社Ｂ支店への転

勤の話があり、同年２月 18日ごろから同支店で勤務した。 

家計簿で給与の支給があったことが確認でき、給与から厚生年金保険料

が控除されていたと思われるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の雇用保険被保険者記録及びＡ社が保管する社員名簿によ

り、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 55 年２月１日にＡ社Ｃ支店から

同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における

昭和 55 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、26 万円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、保険料を納付したか否かは不明としており、この

ほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1761 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 23 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者資格を取

得し、24 年６月 15 日に喪失した旨の届出を社会保険事務所(当時)に対して

行ったことが認められることから、申立人のＡ社（承継会社は、Ｂ社）Ｃ支社

に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正し、当

該期間の標準報酬月額については、23 年 10 月から 24 年４月までを 5,400 円、

同年５月を 8,000円とすることが必要である。 

また、申立期間のうち、昭和 23 年９月 30 日から同年 10 月１日までの期間

については、申立人がＡ社Ｄ所に継続して勤務し、事業主により当該期間の厚

生年金保険料を給与から控除されていたことが認められることから、同社Ｄ所

における資格喪失日の記録を同年 10 月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月

額を 5,400円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 大正 12年生  

    住    所 ：   

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年９月 30日から 24年６月 15日まで 

Ａ社に昭和 21 年６月１日に入社し、26 年５月１日にＢ社が発足したこと

によるＡ社の閉鎖に伴い、引き続きＢ社に勤務した。Ａ社及びＢ社を通じ

て 32 年以上継続して勤務している。申立期間については、発電所が完成し、

Ａ社Ｄ所から同社Ｅ所へ異動した時期で、厚生年金保険加入期間に９か月

の空白があるとは考えもしなかった。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 23年 10月１日から 24年６月 15日までの期間につ

いては、Ａ社Ｃ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申

立人は、23 年 10 月１日に同事業所において被保険者資格を取得し、24 年

６月 15 日に同資格を喪失していることが確認できることから、事業主は、



  

申立人が 23 年 10 月１日にＡ社Ｃ支社において厚生年金保険被保険者資格

を取得し、24 年６月 15 日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に

対して行ったことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支社におけ

る社会保険事務所の記録から、昭和 23 年 10 月から 24 年４月までは 5,400

円、同年５月は 8,000円とすることが妥当である。 

 

２ 申立期間のうち、昭和 23 年９月 30 日から同年 10 月１日までの期間につ

いては、公共職業安定所の雇用保険被保険者記録及びＢ社が保管する経歴

書から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 23 年 10 月 1

日にＡ社Ｄ所から同社Ｃ支社に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ所における

昭和 23 年８月の社会保険事務所の記録から、5,400 円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 23 年 10

月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 30 日

と誤って記録するとは考え難いことから、事業主が社会保険事務所に記録

どおりに届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保

険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を

納付する義務を履行していないものと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 1762 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 22 年５月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得

し、23 年４月５日に同資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に

行ったことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被

保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、600 円とすることが妥当である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和２年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年４月１日から 23年５月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社の機械部門で勤務してい

た申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。 

当時、一緒に勤務していた同僚の名前を記憶しており、勤務していたこと

は事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 22 年５月１日から 23 年４月５日までの期間につい

ては、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人に係る

厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）において、申立人の基礎年金番号に未統

合の被保険者記録があることが確認できたことから、申立人が 22 年５月１日

に被保険者資格を取得した旨の届出、及び 23 年４月５日に同資格を喪失した

旨の届出を、事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の未統合の厚生年金保

険被保険者記録から、600円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 22 年４月１日から同年５月１日までの期間に

ついては、申立人が名前を挙げた６人の同僚は、いずれも「申立人と一緒に入

社した。」と供述している上、そのうちの二人は「申立人と一緒に昭和 22 年

４月 17 日に入社した。」と供述しているものの、当該同僚の被保険者記録は、

申立人と同様の記録となっていることを踏まえると、当該期間当時、当該事業



  

所では、すべての従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いでは

なかったことがうかがえる。 

また、申立期間のうち、 昭和 23 年４月５日から同年５月１日までの期間

については、当時の事業主や同僚から勤務実態や厚生年金保険の適用状況につ

いての供述等が得られないことから、当該期間における勤務実態及び事業主に

よる厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

さらに、申立人が当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の

当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情も見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、昭和 22 年４月１日から同年５月１日ま

での期間及び 23 年４月５日から同年５月１日までの期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 1763 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（申立期間当時の正式名称は、

Ｂ社。Ａ社を経て、現在は、Ｃ社Ｄ所）における資格取得日に係る記録を昭和

18 年４月 28 日、資格喪失日に係る記録を 20 年 10 月 20 日とし、標準報酬月

額については、18 年４月から同年５月までは 30 円、同年６月から同年８月ま

では 40円、同年９月から 20年９月までは 50円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 18年４月 28日から 20年 10月 20日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社に勤務していた期間が厚生年金保険の被保険者期間となっていなかった

ので、会社に問い合わせたところ、昭和 18 年４月 28 日から 20 年 10 月 20

日まで勤務していたとの証明書を出してくれた。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における仕事の内容を具体的に記憶しており、Ｃ社Ｄ所は、

人事記録により申立期間の在職が確認できたとして、申立人に「在籍証明書」

を交付していることから判断すると、申立人が申立期間において同事業所に勤

務していたものと認められる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立期間

の始期である昭和 18 年４月前後の同年１月から同年６月までの間に被保険者

資格を取得した、申立人と同年代の者が少なくとも 23 人確認できる上、Ｃ社

Ｄ所は、申立人は申立期間において正社員として記録されており、当該記録に

係る期間は、厚生年金保険料を給与から控除していた旨を回答している。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断



  

すると、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務し、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間においてＡ社におけ

る厚生年金保険の被保険者記録を有する同年代の同僚の標準報酬月額の推移か

ら、昭和 18 年４月から同年５月までは 30 円、同年６月から同年８月までは

40円、同年９月から 20年９月までは 50円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は、人事記録において正社員として登録している以上、

給与から厚生年金保険料を控除し、同保険料を社会保険事務所にも納付したと

しているが、これを裏付ける資料等は保管されておらず、上記被保険者名簿に

おいても書換えにより健康保険の整理番号の欠番が確認できない状況にあり、

事業主が正しく届出を行い、納付義務を履行したか否か判断し難いことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1764 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成４年 10 月７日であると認められ

ることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、28 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月から同年 10月まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ

社で勤務していた申立期間に係る被保険者記録が無いとの回答があった。

提出した給与明細書のとおり厚生年金保険料を控除されているので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の申立人に係る雇用保険被保険者記録によれば、申立人は、

Ａ社に昭和 59 年５月１日から平成８年 11 月 30 日まで継続して勤務している

ことが認められる。 

一方、オンライン記録によれば、申立人の申立てに係る厚生年金保険被保

険者資格の喪失日は、平成４年４月 30 日となっているが、当該処理は、同日

から約６か月後の同年 10月７日付けで行われ、かつ同日付けで同年８月 25日

に処理された標準報酬月額の定時決定の記録が取り消されていること、及び同

年４月 30 日にさかのぼって健康保険任意継続処理が行われていることが確認

できる上、多数の同僚についても同年 10 月７日付けで同様の処理が行われて

いることが確認できるが、社会保険事務所において、このような処理を行う合

理的な理由は見当たらない。 

また、社会保険事務所では、「当該事業所に係る滞納処分票は確認できず、

滞納の事実は確認できない。」と回答しているが、申立人及び聴取できた同僚

３人から、それぞれ、「当時、経理担当者から会社の経営状況が悪いので、国



  

民年金に加入するように勧められ、そのときに健康保険証も変わるという説明

を受けた。」、「退職者から会社が控除した厚生年金保険料を社会保険事務所

に納付していないことを知らされ、会社に文句を言ったら返還された。」、

「会社から従業員の保険料が払えないので、国民年金と国民健康保険に加入す

るように言われた。また、国民健康保険については、会社が従業員に代わって

加入手続と保険料納付を行うとの説明があった。」との供述が得られているこ

とから、当該事業所において厚生年金保険料の滞納があったことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成４年４月 30 日に厚生

年金保険被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪

失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失

日は、当該喪失処理を行った同年 10月７日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成４

年３月のオンライン記録から、28万円とすることが妥当である。 



  

福岡厚生年金 事案 1765 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認められることから、申立人のＡ社（Ｂ社、Ｃ社を経て、現在は、Ｄ

社）Ｅ出張所における資格取得日に係る記録を昭和 32 年１月５日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を１万 4,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和６年生  

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年１月５日から同年６月１日まで 

私は、Ａ社に昭和 31 年３月５日に入社し、平成７年 10 月 20 日に退職す

るまで継続して勤務しており、その間、永年勤続表彰も受けた。しかし、

ねんきん特別便によると、同社Ｆ出張所から同社Ｅ出張所へ転勤になった

時期（昭和 32 年１月５日から同年６月１日までの間）が厚生年金保険の未

加入期間とされている。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の申立人に係る雇用保険被保険者記録及び元同僚の供述な

どから判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 32 年１月５日に

Ａ社Ｆ出張所から同社Ｅ出張所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｅ出張所におけ

る昭和 32 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 4,000 円とする

ことが妥当である。 

 一方、社会保険事務所の記録によると、Ａ社Ｅ出張所は、申立期間は厚生年

金保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、同出張所は法人事業所であ

り、当時の厚生年金保険法の定める適用事業所の要件を満たしていたものと判

断される。 

なお、事業主は、申立人の申立期間において適用事業所でありながら、社

会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人

の昭和 32 年１月から同年５月までの厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 1766 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社Ｃ工場）における

資格喪失日に係る記録を昭和 55 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 10万 4,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 31年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55年３月 30日から同年４月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社に勤務していた期間のう

ち、申立期間に係る被保険者期間が無いとの回答があった。 

申立期間はＡ社からＤ社（現在は、Ｂ社Ｅ工場）に転勤した時期に当たる

が、継続して勤務しており、厚生年金保険の被保険者記録が無いことは納

得できないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保管する人事記録表及び社員名簿から判断すると、申立人が同社及

び同社の関連会社に継続して勤務し（昭和 55 年４月１日にＡ社からＤ社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 55

年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、10 万 4,000 円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は、厚生年金保険の被保険者資格喪失日を昭和 55 年４月１日と

すべきところ、誤って同年３月 30 日として届け出たものと思われると供述し

ていることから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険

事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に

係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



  

福岡厚生年金 事案 1767 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（後継事業所は、Ｂ社）Ｃ支店

における資格取得日に係る記録を昭和 50年１月 15日、資格喪失日に係る記録

を同年３月１日とし、申立期間の標準報酬月額を９万 2,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生  

    住    所 ：   

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月 15日から同年３月１日まで 

私は、昭和 48年にＡ社に入社し、平成 17年に同社を退職するまで継続し

て勤務していたが、同社Ｄ支店での勤務期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ｂ社が保管する「人事カード」及び「人事通知」並びに公共職業安定所の雇

用保険被保険者記録から、申立人がＡ社に継続して勤務（昭和 50年１月 15日

にＡ社Ｅ工場から同社Ｄ支店に異動）していたことが認められる。 

 一方、オンライン記録によれば、Ａ社Ｄ支店は、昭和 50 年３月１日に厚生

年金保険の適用事業所となっていることが確認できるところ、当該支店におい

て同日に厚生年金保険被保険者資格を取得した申立人を含む 17 人のうち被保

険者期間に空白がある者は申立人のみであること、及び被保険者期間が継続し

ている 16人のうち 14人は、申立期間当時、同社Ｃ支店において被保険者記録

が認められる。 

また、当該事業所に勤務していた複数の同僚は、「Ｄ支店が開設されるま

では、Ｃ支店Ｆ営業所として設置されていた。申立期間当時は申立人と一緒に

同支店の職員として勤務していた。申立人のみ厚生年金保険に加入していない



  

理由は無い。」と供述していることを踏まえると、Ａ社Ｄ支店が厚生年金保険

の適用事業所となる前に、同支店で勤務していた従業員については、同社Ｃ支

店において厚生年金保険の適用を受けていたものと推認され、申立人について

も、これらの同僚と同様の取扱いがなされていたものと考えられる。 

さらに、Ｂ社は、「申立人は、申立期間当時、当社社員として勤務してお

り、厚生年金保険料を給与から控除していたと思われる。」と回答している。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｄ支店における昭

和 50 年３月の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 2,000 円とすること

が妥当である。 

 なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、Ｂ社は、「根拠となる資料等が無いので、不明である。」と回答している

が、Ａ社Ｃ支店の被保険者名簿において、申立人の被保険者記録は無い上、事

業主から申立てどおりの被保険者資格取得届が提出され、その後に被保険者資

格喪失届が提出されているにもかかわらず、社会保険事務所が当該届出を記録

しないとは考え難いことから、事業主から社会保険事務所に資格の得喪に係る

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50

年１月及び同年２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1820 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年８月から平成２年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 42年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62年８月から平成２年３月まで 

私は、申立期間当時は学生で首都圏に居住していたが、父から勧められ、

昭和 62 年又は 63 年の秋若しくは冬ごろに、Ａ市役所で自分で国民年金の

加入手続を行い国民年金に加入し、国民年金保険料の納付は、両親が口座

振替で行った。20 歳の誕生日を過ぎて国民年金の加入手続をしたため、誕

生月までさかのぼって国民年金保険料を納付したと母から聞いている。確

かに保険料を納付していたので、申立期間を国民年金保険料の納付済期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳の国民年金の欄に「初めて被保険者となった

日」として平成３年４月１日と記載されていることが確認でき、申立人の国民

年金手帳記号番号は同年４月１日以降に払い出されたものと推認され、この時

点では、申立期間は国民年金に未加入とされているとともに、申立期間の一部

は時効により国民年金保険料を納付することができない上、申立人に別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は、「昭和 62 年又は 63 年の秋若しくは冬ごろに国民年金の

加入手続を行い、母親が私の誕生月までさかのぼって国民年金保険料を納付し

た。」と申し立てているところ、申立期間当時、申立人は大学生であり、制度

上、大学生は平成３年３月 31 日以前は任意加入被保険者であることを踏まえ

ると、国民年金の被保険者資格を取得した月より前の期間の国民年金保険料を

さかのぼって納付することはできなかったものと考えられる。 

さらに、申立人の父親は、「学生であっても、子供達が 20 歳になった時か

ら、国民年金保険料を納付してきた。」と供述しているところ、申立人の弟に



  

ついても、20 歳到達月以降平成３年４月１日までの期間については国民年金

に加入した記録は確認できず、妹については 20 歳到達後１年４か月の国民年

金保険料の未納期間があることが確認できる。 

加えて、申立人は申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、申

立人の国民年金保険料を納付していたとする母親からは供述が得られないこと

から、申立期間の保険料の納付状況は不明である上、申立人の母親が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1821 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成４年３月までの期間及び６年４月から９年

３月までの期間の国民年金保険料については、免除されていたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 23年生  

住    所 ：   

             

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から平成４年３月まで 

         ② 平成６年４月から９年３月まで 

私は、昭和 59年 10月に会社を退職して、Ａ市Ｂ区で妻と一緒に自営業を

始めた。国民年金に加入した時期は記憶していないが、自営業の経営状態

は常に厳しく、国民年金保険料を納付することができなかった。その時に、

国民年金保険料の申請免除制度があることを聞き、妻が、私の分も一緒に

申請免除の手続をした。申請免除の二度目以降の手続を毎年度行った記憶

は無いが、Ａ市Ｂ区役所から、はがきのようなものが届いていたと思う。 

夫婦同時に国民年金保険料の申請免除の手続をしたと思うのに、申立期間

について、私の記録のみが申請免除となっていないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年金手帳記号番号払出簿により、申人の国民

年金手帳記号番号は、平成２年 10 月 11 日に払い出されていることが確認で

き、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情は見当たらない上、申立人が所持する年金手帳に「受付 

２.10.11」の押印が確認できることから、この時点で、申立人は国民年金に

加入したものと推認され、申立人は、申立期間①のうち、昭和 63 年４月から

平成２年９月までの期間については、国民年金保険料の免除申請を行うこと

はできなかったものと考えられる。 

また、申立期間は７年と長期間であるとともに、申請免除は毎年申請する

必要があるにもかかわらず、申立人は、申請免除の二度目以降の手続を毎年

度行った記憶は無いと供述している上、合計７回に及ぶ申立期間の国民年金



  

保険料の申請免除手続に対して行政側がいずれも記録しなかったとは考え難

い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料の免除申請を行っていたこと

を示す関連資料（日記等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を免除さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたと認めることはで

きない。 

 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1822 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 12 月から 42 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41年 12月から 42年７月まで 

昭和 42年７月に関東から帰郷し、同年８月からの約 40年間の国民年金加

入期間について１か月も欠かさずに国民年金保険料を納付してきた。 

所持する国民年金手帳には、昭和 42 年７月以前の国民年金印紙検認記録

欄に「納付不要」との記載があるので、納付実績がある等、納付しないで

よい何らかの理由があったのではないかと考え、今回、年金記録確認の申

立てをしたものである。 

Ａ市（現在は、Ｂ市）において、昭和 42 年９月４日に国民年金の加入手

続をするとともに、第１回目の国民年金保険料を納付したが、その時に納

付の必要があれば納付したはずであり、申立期間について、納付記録の訂

正を行うとともに、国民年金手帳に納付不要と記載されていることについ

ても、文書で納得のいく説明をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人に係る国民年金手帳記号番号

は、昭和 42 年９月４日にＡ市において払い出されていることが確認でき、ほ

かに申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

また、申立人において、申立期間の国民年金保険料をまとめて納付したと

の主張は無い上、申立人が所持する国民年金手帳において、昭和 42 年８月及

び同年９月の国民年金印紙検認記録欄に押印されている検認日が、手帳発行日

である同年９月４日と同一日となっていることを踏まえると、申立人は、同日

に同年８月及び同年９月の国民年金保険料を納付し、以後の国民年金保険料を

納付し始めたと考えられ、このことは国民年金手帳記号番号払出簿における申



  

立人に係る手帳払出時期と一致する。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を

納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

なお、Ａ市役所が昭和 42 年７月以前の期間の国民年金保険料を納付不要と

判断した理由については、現在のＢ市役所では不明としており、年金記録確認

第三者委員会は、申立人が国民年金保険料を納付したか否かを踏まえて年金記

録の訂正の要否を判断するものであり、当該理由の判断を行うことはできない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1823 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年５月から 55年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月から 55年９月まで 

私は、国民年金に加入していなかったので、昭和 50 年８月下旬に、社会

保険庁（当時）からハガキが届き、母から国民年金の加入手続をすること

を勧められ、Ａ市Ｂ区役所の年金課にハガキを持って行くと、窓口の男性

職員から「どこでもいいから、郵便局で納めてください。」と言われ、委

任状のようなものを渡された。 

翌日、Ａ市にあるＣ郵便局にハガキを持って行くと、窓口の女性職員は慣

れた様子でハガキと委任状を一緒に留めて、「昭和 50 年９月２日の日付」

と納付金額が書かれた市販の領収書を受け取ったが、納付期間の表示はな

かった。同時に記号の部分がカタカナかひらがなのオレンジ色の年金通帳

を受け取った。 

その後、昭和 51 年２月ごろに、Ａ市Ｂ区の実家に５か月分か，６か月分

の保険料を請求するハガキが届き、それからは、３か月分が請求され、初

めのころの保険料は数千円だったと記憶している。請求書には、Ｃ郵便局

と初めから印刷されていたのでＣ郵便局まで出向いて納めていた。55 年半

ばごろ、同年 11 月から郵便局で国民年金保険料を管理できなくなったと言

われ、同年 10 月分からの請求書が送られてこなかったので、57 年に、Ａ市

Ｄ区役所で転入手続及び年金の住所変更を行い、新しい年金手帳をもらっ

た。 

平成 13 年３月、Ｅ市役所で確定申告をした際、「国民年金保険料は全部

納めている。」と言われており、申立期間の国民年金保険料を納付してい

たものと認めてほしい。 

 

 



  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 57 年７月に払い出されており、そ

れ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない上、Ａ市Ｄ区の国民年金被保険者名簿及び特殊台帳によると、

申立人は、当該手帳記号番号が払い出された後の同年 12 月に、その時点にお

いて最大さかのぼることができる 55 年 10 月から 57 年３月までの国民年金保

険料を一括して過年度納付していることが確認できることから、申立期間につ

いては、時効により国民年金保険料を納付することができなかったと考えられ

る。 

また、申立人は、昭和 50 年９月２日に、Ａ市のＣ郵便局で国民年金の加入

手続を行い、同時に年金手帳の交付を受けるとともに、納付書を作成してもら

いまとめて納付をしたと供述しているものの、郵便局では国民年金の加入手続、

年金手帳の交付及び納付書の作成を行うことはできない。 

さらに、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（日記、家計簿等）が無く、ほかに申立人が当該期間に係る国民年

金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1824 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年５月から 46 年 12 月までの期間及び 47 年９月から 48 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 41年５月から 46年 12月まで 

② 昭和 47年９月から 48年６月まで 

私は、税金や保険料など今まで納付すべきもので未払いは無く、まず一番

に法的に支払うべきものを支払ってきた。 

最初に国民年金に加入したのは、申立期間①直前まで勤めていた会社を辞

めた後で、国民年金の保険料は郵便局で納付書により定期的に納めていた。

国民年金に加入直後に結婚し、サラリーマンの妻になったが、国民年金は

任意加入の手続を行い、引き続き保険料を納付していた。 

申立期間の国民年金保険料を納付していたのは間違いないので記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の基礎年金番号は、平成 10 年２月まで勤めていたＡ社の厚生年金保

険被保険者記号番号が付番されており、それ以前に申立人に国民年金手帳記号

番号が払い出された記録及び基礎年金番号に国民年金手帳記号番号が統合され

た記録は見当たらず、申立人が初めて国民年金に加入したと推認される同年３

月の時点では、申立期間①及び②は、時効により国民年金保険料をさかのぼっ

て納付することもできない期間である。 

また、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付書で郵便局に

おいて納付したと供述しているが、Ｂ市では当該期間当時の納付方法は印紙検

認方式であり、郵便局での納付は行っていなかったとしている。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、日記等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1825 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年４月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 40年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から平成３年３月まで          

20 歳になった時から国民年金に加入し、申立期間を含む 63 年４月から平

成６年５月中旬までは学生であったため、母が毎月、国民年金保険料を納

付していた。 

今回、社会保険庁（当時）からの回答で、申立期間について国民年金保

険料の納付記録が無いことが判明した。母に確認したところ、領収書など

は残っていないが、毎月、定期的に保険料を納付していたとのことである。 

申立期間について国民年金保険料の納付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の国民年金保険料については、母親が納付していたと申

し立てているところ、Ａ市役所が保管する国民年金被保険者名簿の備考欄に

「63.４.１ 大学入学のため」の記録があり、Ｂ市役所の国民年金オンライン

システムの記録に「再取得 学生 H３.４.１ 届出日 H３.５.24」の記録が

確認できることを踏まえると、申立人が、当時、任意加入被保険者とされてい

た大学生になったことから、同資格の喪失手続が行われ、平成３年４月１日に

大学生が国民年金に強制加入となったことから、同年５月 24 日に同資格の取

得手続が行われたものと考えられる。 

 また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金保険料の納付に関与

しておらず、また当時、国民年金の保険料の納付をしていたと主張する申立人

の母親の申立期間に係る記憶は明確でないなど、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



  

福岡国民年金 事案 1826 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年４月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 23年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 59年３月まで 

母に勧められ、昭和 52 年ごろに国民年金に加入した。加入後は強い意志

を持ち、国民年金保険料の前納を行うなど、保険料が未納とならないよう

に継続して納付してきたつもりであるのに、年金の請求に行った際、申立

期間が未納となっていることを知り驚いた。申立期間中は経済的に余裕が

あり、保険料を納付しない理由が無いので、申立期間を国民年金保険料の

納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「国民年金保険料を滞納せず納付していたので、未納分の保険

料を過去にさかのぼって納付したことは無い。」と主張しているが、Ａ市Ｂ区

役所が保管する申立人の国民年金被保険者名簿の記録によれば、申立期間直前

の昭和 56年４月から 57年３月までの国民年金保険料を 58年４月 19日に、60

年 10月から 61年３月までの国民年金保険料を 62年 10月９日にそれぞれ過年

度納付していることが確認できる。 

また、申立期間当時同居していた申立人の元夫は、申立期間のうち、昭和

57 年４月から厚生年金保険に加入した 58 年５月までの期間が国民年金に未加

入となっている。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人が申立期間の国民年金保険料

を納付していたことを裏付ける関係者等の供述も得られず、ほかに申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1827 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49年３月から 59年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和３年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 49年３月から 59年５月まで 

私は、昭和 47 年７月まで公務員として勤務した後、同年９月から自営業

を開業している。「ねんきん特別便」を確認したところ、国民年金の加入

記録が全く記載されていなかったが、49 年３月に妻が国民年金に再加入し

た際に一緒に私の国民年金の加入手続も行い、厚生年金保険に加入した 59

年５月まで私の国民年金保険料を納付していたはずであるので、国民年金

に未加入とされていることに納得できない。 

関連資料を探したところ、昭和 56 年から 59 年までの所得税確定申告書

をたまたま保存しており、この申告書には、社会保険料控除欄に国民年金

保険料の記載があり、保険料控除をしていることが確認できる。 

当該申告書の記載に基づき申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録により、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険に妻と同時に

加入した際に払い出された、厚生年金保険被保険者記号番号であることが確認

できる上、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

また、申立人は、昭和 49 年３月に妻が国民年金に再加入した際、一緒に申

立人の国民年金の加入手続を行ったと申し立てているが、申立人は公務員を退

職した 47 年７月時点では、恩給法の適用を受ける期間を含め、共済組合員期

間が 18 年を超えており、共済年金受給資格を満たしていたことから、国民年

金の任意加入対象者とされていた上、申立人の国民年金の加入手続及び国民年

金保険料の納付を行ったとする申立人の妻は、加入手続を行った場所等に係る

記憶が明確でないなど、申立人の国民年金加入手続等の状況が不明である。 



  

さらに、申立期間は 10 年３か月と長期間である上、申立人が所持する昭和

56年から 59年までの所得税確定申告書の社会保険料控除の欄には、56年分に

は二人分、57 年、58 年、59 年分には一人分の国民年金保険料の支払額が記載

され、その金額は当時の国民年金保険料とおおむね一致しているものの、オン

ライン記録により、当該期間当時に申立人と同居していた申立人の妻及び次女

の国民年金保険料が納付されていることが確認できることを踏まえると、当該

申告書だけでは、申立人に係る当該期間の国民年金保険料が納付されたことを

裏付ける資料とは考え難い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1828 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37年１月から 38年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 15年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 37年１月から 38年３月まで 

私は、国民年金制度が発足した当時は病気のため入院していたが、将来の

生活に困らないようにと母が国民年金に加入してくれた。 

母は既に死亡し、国民年金保険料の納付に関する事実は確認できないが、

私のことを心配して保険料を納付してくれているはずであるので、申立期

間の国民年金保険料を納付していたものと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を申立人の母親が納付していたと申

し立てているが、オンライン記録により、申立人の母親は、申立期間の国民年

金保険料は未納であることが確認できるとともに、申立期間当時に同居してい

た姉についても、申立期間を含む、厚生年金保険被保険者資格を喪失した直後

の昭和 37年８月から 38年３月までの国民年金保険料が未納とされていること

が確認できる。 

また、申立人は、国民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民

年金保険料を納付していたとする母親は既に死亡していることから、申立期間

の国民年金保険料の納付状況は不明である上、申立人の母親が申立期間の国民

年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡国民年金 事案 1829 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 17年７月から 18年２月までの期間及び 18年４月から 19年２

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 55年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月から 18年２月まで 

② 平成 18年４月から 19年２月まで 

平成 19 年３月に社会保険事務所（当時）から国民年金保険料催告状の送

付を受け、それによれば、「保険料の未納が続けば、世帯主も含めて財産

が差し押さえられる場合もあるので、指定日に社会保険事務所に来所して

ください。」というものであった。 

平成 19 年３月の指定日に納付書を持って社会保険事務所に出向いた折、

担当者から「２年経過すると時効で国民年金保険料の納付ができなくなる

こと、25 年間保険料を納付すれば受給資格があること等」の説明を受けた

ので、同納付書により社会保険事務所の窓口で過去２年分の国民年金保険

料として二十数万円ぐらいの金額を納付し、それ以降の国民年金保険料の

納付は口座振替の手続をしたので、申立期間が未納とされていることに納

得できない。 

同社会保険事務所で、対応した職員が着服したことも考えられるのではな

いか。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は両申立期間の国民年金保険料を平成 19 年３月に社会保険事務所の

窓口で納付したと主張しているが、同事務所が保管する平成 18 年度集合徴収

実施結果報告によれば、19 年３月の集合徴収において収納された保険料は１

件１か月分であることが確認でき、申立人が過去２年分の保険料を納付したこ

とをうかがえる記録は見当たらない。 

また、当該事務所の説明では、申立人が指摘する職員が同事務所に在籍し



  

ていたのは平成 15 年４月から 18 年５月までの期間であり、19 年３月時点で

は当該職員は在籍していない。 

さらに、申立人は、平成 19 年３月に過去２年分の国民年金保険料を納付し

たと主張しているが、オンライン記録では、申立期間①及び②の間の 18 年３

月分の保険料を 19年３月５日に納付したことが確認できるのみである。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、ほかに当該期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 

 



  

福岡国民年金 事案 1830 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年 12 月から５年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 46年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 12月から５年４月まで  

平成５年９月ごろ、Ａ市役所の集金人から未納の国民年金保険料の納付督

促を受け、申立期間の国民年金保険料は、母が同年９月と同年 10 月ごろの

２回に分割し自宅で集金人に納付したので未納とされていることに納得で

きない。 

なお、申立期間の国民年金保険料を納付した時に領収証は受け取ってい

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成５年９月ごろ、Ａ市役所の集金人から未納の国民年金保険

料の納付督促を受け、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を２回に分け

て集金人に納付したと申し立てているが、この時点では、申立期間の大部分の

保険料は過年度納付として社会保険事務所（当時）での収納となるため、同市

役所の集金人は当該保険料を収納できなかったものと考えられる。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の記号番号の被保険者の生年

月日及び払出時期から見て、平成４年５月ごろにＢ区において職権で払い出さ

れていることが推認されるものの、オンライン記録から、13 年２月、19 年２

月及び 21 年２月に申立人の未適用者一覧表が作成されていることが確認でき

ることを踏まえると、この時点では、申立人は国民年金第１号被保険者資格取

得の勧奨に応じていないものと考えられる。 

さらに、申立人の母親が申立期間に係る申立人の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人には国

民年金保険料を納付した形跡がうかがえず、申立人の母親は申立期間に係る納

付時期及び納付金額等が曖昧
あいまい

であり納付状況が不明であるなど、申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 



  

福岡国民年金 事案 1831 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年７月から４年１月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 46年生  

住    所 ：   

 

   2 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年７月から４年１月まで 

平成４年２月に結婚し夫の被扶養者となった後、同年７月ごろに申立期間

の国民年金保険料の納付督促を受けたので、夫が、納付書に現金を添え、

社会保険事務所（当時）の窓口又は金融機関で申立期間の国民年金保険料

を一括して納付したので、申立期間の国民年金保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間の国民年金保険料の納付督促を平成４年７月ごろに受け

たと申し立てているところ、Ａ市Ｂ区役所が保管する国民年金手帳記号番号払

出簿により、申立人の国民年金手帳記号番号は、５年１月 26 日に払い出され

ていることが確認でき、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらないことを踏まえると、国民年金に加入

した時期より前に国民年金保険料の納付督促がなされることは考え難い。 

また、申立人は申立期間の国民年金保険料の納付に関与していない上、申

立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の夫は、その納付についての

記憶が明確でなく、納付状況等の具体的な供述が得ることはできず、申立期間

の国民年金保険料の納付状況等が不明である。 

さらに、申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、ほかに申立期間の国民年金保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



  

福岡国民年金 事案 1832 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和54年８月から55年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 33年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ： 昭和 54年８月から 55年３月まで 

国民年金保険料の納付記録を照会したところ、申立期間の納付記録は確認

できなかったとの回答をもらった。 

しかし、会社を辞めてすぐに国民年金に加入し、納付書に現金を添えてＡ

市Ｂ区役所又は金融機関で国民年金保険料を納付した記憶があるため回答

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の被保険者の記号番号の払出

時期から見て、昭和 61 年ごろに払い出されていることが推認され、この時点

では、申立期間は時効により国民年金保険料を納付することができない上、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

また、申立人が所持する年金手帳においても、申立人が初めて国民年金の

被保険者となった日は昭和 61年５月 26日であることの記録が確認でき、当該

記録は、オンライン記録と一致していることから、申立人は、申立期間におい

て国民年金に加入していなかったものと考えられる。 

さらに、申立人と同居していた母親は、「国民年金保険料は申立人自身が

納付していたと思う。」と供述しているが、申立人の国民年金保険料の納付状

況についての記憶が定かでなく、申立期間の国民年金保険料の納付を裏付ける

供述を得ることができない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、ほかに申立期間の国民年金保険料

を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1768 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 14年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年 11月１日から 43年３月 18日まで 

私は、昭和 41 年 11 月１日から 45 年 12 月 29 日までＡ社に運転手として

勤務していたが、社会保険事務所（当時）に照会したところ、申立期間に

ついて厚生年金保険被保険者記録が無い旨の回答を得た。 

申立期間に当該事業所が発行した表彰状を所持しており、当該事業所に

勤務していたことは間違いないので、申立期間が厚生年金保険被保険者期

間として記録されていないことは納得できない。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の雇用保険被保険者記録により、申立人のＡ社に係る雇用

保険被保険者期間は昭和 41 年 11 月１日から 45 年 12 月 31 日までと記録され

ていることから、申立人が、申立期間に同事業所に勤務していたことは認めら

れる。 

しかしながら、当該事業所が保管する健康保険厚生年金保険被保険者資格

取得届によると、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得年月日は昭和 43 年

３月 18 日と記録されており、オンライン記録と一致することが確認できる上、

申立人が名前を挙げる同僚も、入社した 41 年 11 月８日から１年８か月後の

43 年７月 20 日に被保険者資格を取得しているとともに、当該事業所が提出し

た社員名簿及びオンライン記録により、申立期間当時、多くの同僚が入社から

遅れて被保険者資格を取得していることが確認できることを踏まえると、当該

事業所では、必ずしもすべての社員を入社と同時に一律に厚生年金保険に加入

させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

また、当該事業所は、「申立期間当時は、運転手については、本人の希望



  

もあり、入社してすぐに厚生年金保険に加入させる取扱いではなく、また、厚

生年金保険に未加入の期間については、給与から保険料を控除することはな

かった。」と供述している上、連絡が取れた複数の同僚からも、申立期間にお

ける厚生年金保険の適用状況に関する具体的な供述は得られないことから、申

立期間における事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認すること

ができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1769 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年３月１日から 32年７月１日まで 

私は、高校卒業後にＡ社Ｂ支社に入社し、昭和 29 年３月から 30 年５月

までの期間はＣ丸、同年６月からはＤ丸に乗船し勤務した。入社当時から、

健康保険証はもらっていたので、入社と同時に船員保険に加入したと記憶

しているが、現在の船員保険記録では、乗船途中の 32 年７月から船員保険

に加入したことになっており、事実とは異なるので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支社が保管する船員勤怠表において、申立人が昭和 30 年３月に高等

学校を卒業後、32 年７月１日に同社に入社し、同年７月２日に船員手帳が発

行されたこと、及び同年 11 月１日に本採用したことの記載が確認できる上、

同事業所に照会したところ、事業主は、「申立期間は申立人の入社日以前であ

り、船員保険への加入はしていないはずである。」と回答している。 

また、申立人が名前を挙げた同僚３人のうち、一人は死亡しており、連絡

が取れた二人は、「申立人を知っているが、自分より何年か後に入社してきた。

Ａ社は船員保険加入についてはきちんとしており、年金記録には間違いは無い

と思う。」、「私は昭和 32年 10月にＡ社Ｂ支社に入社したが、申立人に同社

の募集を聞き、応募した。その時、申立人は、同社に入社したばかりだったと

思う。」と供述している。 

さらに、Ａ社Ｂ支社に係る船員保険被保険者名簿、並びにＡ社Ｂ支社が保

管する船員勤怠表及び船員保険被保険者名簿により、申立人は、昭和 32 年７

月１日に同事業所において船員保険被保険者資格を取得し、45 年４月 14 日に

同資格を喪失していることが確認できるものの、同事業所に係る船員保険被保



  

険者名簿において、申立期間における被保険者記録は確認できない。 

加えて、申立人が申立期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の

申立期間における船員保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1770 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年３月 24日から同年９月 22日まで 

             ② 昭和 50年２月１日から 51年２月１日まで 

厚生年金保険の加入期間を照会したところ、昭和 34年３月 24日から同年

９月 22 日まで勤務したＡ社Ｂ出張所、及び 50 年２月１日から 51 年２月１

日まで勤務したＣ社における被保険者記録が確認できなかった。 

 勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ社Ｄ本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により、申立人が同社Ｂ出張所における同僚として名前を挙げた複数

の者の被保険者記録が確認できること及びこれら複数の者の供述、並びに

当該事業所が作成した雇用契約書から判断すると、申立人が当該事業所に

勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、社会保険事務所（当時）の記録によれば、同社Ｂ出張所

は、厚生年金保険の適用事業所としての記録は確認できない。 

 また、同社Ｄ本社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立人が同社Ｂ出張所に勤務していた時の所長及び同僚として名前を挙げ

た者の被保険者記録が確認できるものの、申立人の当該期間における被保

険者記録は確認できない。一方、同名簿において申立期間における健康保

険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考

え難い。 

さらに、当該所長は、「当時の厚生年金保険の適用に関する情報について

は分からない。当社では当時６か月程度の試用期間があった。」と供述し



  

ており、上記の同僚二人は、それぞれ「当時は毎年３月から 10 月くらいま

では季節労働者が在籍し、配達業務を行っており、申立人はその一人だっ

たと思うが、保険料控除の有無については分からないものの、当時、６か

月程度の試用期間があったはずである。」、「申立人に係る記憶は無いが、

当時、試用期間があり、私自身も入社してすぐには厚生年金保険に加入し

ていなかった。」と供述しているほか、同事業所本社に勤務していた他の

同僚二人も、「当時、６か月程度の試用期間があった。」と供述している

ことを踏まえると、Ａ社では、すべての従業員を入社と同時に一律に厚生

年金保険に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

加えて、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は既に厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなっており、当時の事業主の連絡先が不明であり供述

を得ることができないことから、当該期間における勤務実態及び事業主に

よる厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

    

２ 申立期間②については、公共職業安定所の雇用保険被保険者記録により、

申立人は、当該期間の一部を含む昭和 51 年１月５日から 55 年５月 21 日ま

での期間において、Ｃ社に勤務していたことが認められる。 

 しかしながら、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっており、当時の事業主は、申立人が勤務していた記憶はあるものの、

当時の関連資料は残っていないと回答している上、申立人の同僚からも申

立人の入社時期及び厚生年金保険の適用状況についての供述が得られない

ことから、当該期間における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の

控除について確認することができない。   

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立

人の被保険者資格取得日は昭和 51年２月１日であることが確認できる。     

 

３ 申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。  

 これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を各

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1771 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月１日から 31年３月 31日まで 

昭和 29 年３月にＡ高等学校を卒業し、学校のあっせんにより、同窓のＢ

氏、Ｃ氏と一緒にＤ市のＥ社に入社した。退社後、Ｆ地方に帰り、Ｇ社製

自動車の販売会社に再就職するまでの間、工事現場でアルバイトをしてい

たが、それほど長い期間ではなかったので、Ｄ市で働いていた期間は２年

余りだと思う。同窓生の二人は退社時に在籍していたので、状況を知って

いると思う。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間中に被保険者資格を取得した同僚３人及び申立人が経理担当者と

して名前を挙げた同僚一人から聴取しても、申立人の記憶は無いとしている。 

また、Ｅ社が厚生年金保険の適用事業所に該当することとなった昭和 27 年

12 月１日に被保険者資格を取得している一人は、「Ｅ社は、在籍している者

の厚生年金保険被保険者資格を喪失させるような会社ではなかった。」と供述

しているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人

の被保険者資格喪失日は 30年４月１日と記録されている。 

さらに、Ｅ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

当時の事業主は既に死亡しているため、申立期間における勤務実態及び事業主

による厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1772 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年７月１日から 47年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間について厚生年金保険の加入記録を社会保険事

務所（当時）に照会したところ、記録が確認できなかった。保険があると

のことで就職したにもかかわらず社会保険の加入が無いのは納得できない

ので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録が確認

できる同僚３人の名前を記憶しており、また、同社における厚生年金保険被保

険者記録が確認できる同僚一人が、申立人が同社において勤務していたことを

供述している上、申立期間の一部に、申立人の同社におけるものと思われる雇

用保険被保険者記録が確認できることから判断すると、勤務期間の特定はでき

ないものの、申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、ⅰ）申立人がＡ社において勤務していたことを供述してい

る上記同僚が、「自分のＡ社における厚生年金保険被保険者記録は２か月しか

ないが、確実に２年以上は勤務していた。自分の記録は間違っている。」と供

述していること、ⅱ）申立人が自身より先に入社して一緒に働いたとして名前

を挙げている同僚３人のうち、一人は申立期間始期から１年９か月後、一人は

申立期間後（申立期間始期から２年２か月後）に同社における厚生年金保険被

保険者資格を取得しており、残る一人には、申立期間後においても同社におけ

る厚生年金保険被保険者記録は確認できないこと、ⅲ）同僚３人及び申立人は、

申立期間当時、70 人から 100 人を超すくらいの従業員がいたと供述している

ところ、申立期間始期の昭和 45 年７月１日時点における厚生年金保険の被保

険者数は 35 人のみであったことなどを踏まえると、事業主は、必ずしもすべ



  

ての従業員について、入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いを行って

いなかった事情がうかがえる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人に係る

厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

さらに、厚生年金保険の記録によれば、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっており、当時の代表者は既に死亡している上、同僚から

聴取しても厚生年金保険の適用に関する情報についての有力な供述を得ること

ができず、申立期間における勤務実態及び事業主による厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

加えて、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1773（事案 766の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 大正６年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 16年７月８日から 21年５月１日まで 

昭和 16 年にＡ社Ｂ事業所（現在は、Ｃ社）に営業職として入社し、途中、

兵役に就いたり、同社Ｄ支店へ転勤となったこともあるが、47 年にＥ社へ

移るまで、一度も退職することなくＡ社で勤務した。 

このため、年金記録確認第三者委員会に年金記録の訂正を求めたところ、

昭和 25 年４月５日から 28 年 10 月１日までの期間及び 30 年３月 28 日から

同年４月１日までの期間については、年金記録の訂正が必要であると認め

られたものの、申立期間については、年金記録の訂正が認められなかった。 

今回、永年勤続表彰の記念写真が見付かり、勤務していたことは間違い

なく、申立期間について厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納得が

いかないので、再度調査の上、被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ｃ社Ｆ事業所が保管する人事記録から、

申立人が昭和 16 年７月８日にＡ社Ｂ事業所に入社していることは確認できる

ものの、厚生年金保険に事務職が加入できるようになったのは、19 年 10 月１

日からであり、申立人は、その職務内容から、同日以前に厚生年金保険の被保

険者となることはできなかったと考えられること、厚生年金保険制度が開始さ

れた時点では、申立人は、同社の外国の事業所に勤務していたことから、「外

地法人に勤務する者」に該当し、厚生年金保険の被保険者となることはできな

かったと推認されること、申立人に係る資料等から、兵役解除後の 20年 11月

にＧ県に帰還していることが確認できるものの、当該人事記録における職名は、



  

21 年４月 25 日から記載が開始されている上、社会保険事務所（当時）の記録

から、同年５月１日に、申立人に係る厚生年金保険被保険者記号番号が初めて

払い出されていることが確認できることなどとして、既に当委員会の決定に基

づき平成 21 年３月６日付けで年金記録の訂正が必要とまでは言えないとする

通知が行われている。 

今回、申立人の申立事業所における永年勤続者表彰記念時に撮影した写真

３葉により、申立期間についても申立事業所に勤務していたと再申立てをして

いるところ、同写真のうち勤続 25 年を表彰された際の写真が昭和 42 年４月

23 日に撮影されたと考えられることから、16 年から当該事業所に勤務してい

たことは、改めて認められるが、同写真における同僚の氏名が不明であり、申

立期間における厚生年金保険料控除の事実について、申立事業所及び同僚等か

らの新たな供述を得ることはできない。 

そのほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1774 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 24年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49年７月から同年 11月まで          

昭和 49 年７月にＡ病院に非常勤として就職し、同年 12 月に常勤採用と

なった。非常勤での勤務期間については、厚生年金保険に加入しているは

ずであるが、社会保険事務所（当時）から加入記録が無いとの回答であっ

た。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ病院が提出した人事異動伺及び経験年数計算表により、申立人が申立期

間に同事業所に臨時的任用の職員として勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、当該事業所は、「臨時的任用者の厚生年金保険加入につい

ては、厚生年金保険に未加入の者もいると思われるが、当時の詳細について

は不明である。」と回答しているところ、申立人も、非常勤で社会保険に加

入していない者がいた旨を供述している。 

また、当該事業所が作成し保管する昭和 49 年７月及び同年 11 月分の厚生

年金保険に係る「被保険者名及び保険料」に記載された被保険者と、当該事業

所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記録が確認できる被保険者が一

致する上、社会保険事務所が発行し、当該事業所が保管する同年７月及び同年

11 月分の保険料納入告知額通知書並びに納入告知書に記載された当該事業所

の厚生年金保険料額と、上記の「被保険者名及び保険料」に記載された厚生年

金保険料の総額が一致する。 

さらに、当該被保険者名簿では、申立人の被保険者記録は確認できない上、

同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 



  

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていることが確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1775 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55年 ６月 12日から 56年３月 16日まで 

             ② 昭和 63年 10月 25日から 64年１月ごろまで 

厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社及びＢ社に勤務した期間

の記録が無かった。両事業所に勤めていたのは間違いないので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の雇用保険被保険者記録において、申立人が勤務したとす

るＡ社及びＢ社に係る申立人の記録はいずれも確認できない上、両事業所の事

業主は、いずれも「当時の関連資料が無く、申立人の勤務実態及び厚生年金保

険料控除について不明である。」と回答している。 

また、申立人は、申立期間当時の同僚等の氏名を記憶していないほか、当

該両事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間に被保

険者記録が確認でき、連絡が取れたＡ社の同僚９人及びＢ社の同僚７人に照会

したところ、回答があったＡ社の４人及びＢ社の３人は、いずれも申立人を知

らないと供述している上、Ｂ社における上記の同僚３人のうち、二人が同事業

所では３か月の試用期間があり、同期間は厚生年金保険に加入させる取扱いで

はなかったと供述している。 

さらに、上記の被保険者名簿では、申立人の申立期間における被保険者記

録は確認できず、申立期間における健康保険の整理番号に欠番も無いことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を各事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 1776 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和９年生  

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年１月１日から 45年６月１日まで 

昭和 44 年１月にＡ社に入社し、Ｂ社取扱いの製品の販売及びアフター

サービスを行っていた。社長がＢ社の社長を兼ねていたため、会社の必要

経費や従業員の給与はＢ社から送金されていた。その間、健康保険証を使

用した記憶もあり、社会保険料も控除されていたはずなので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の供述及びＡ社に係る法人登記簿に申立人が役員として登記されて

いることから、期間の特定はできないものの、申立人が同事業所に勤務してい

たことは推認できる。 

しかしながら、社会保険事務所（当時）の記録により、当該事業所は厚生

年金保険の適用事業所としての記録が確認できない上、申立人は、当該事業所

の従業員は自分とアルバイトの学生一人であったと供述していることを踏まえ

ると、当該事業所は、厚生年金保険の適用事業所の要件を満たしていなかった

事情がうかがえる。  

また、当該事業所の関連会社とされるＢ社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿によると、Ａ社における申立人を除く３人の役員は、申立期間にお

いて、Ｂ社の被保険者となっていることが確認できるが、申立人の被保険者記

録は確認できず、申立期間における健康保険の整理番号に欠番も無いことから、

申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

さらに、申立期間当時のＡ社における申立人を除く３人の役員のうち、二

人は既に死亡しており、Ｂ社の事業主を兼ねていた役員は、｢Ａ社に出資した

ことは事実であるが、申立期間における給与の支払いや厚生年金保険料の控除



  

については、当時の資料は無く不明である。｣と回答している。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1777 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 24年生  

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年３月１日から 47年 11月１日まで 

Ａ社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失したとされている昭和

45 年３月１日までの脱退手当金は受給したが、47 年 10 月まで勤務してい

たので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日が昭和 45 年３

月１日となっているが、申立期間についても同社に勤務していたと申し立てて

いるところ、申立期間当時、同事業所に勤務しており、同事業所に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿で記録が確認できる同僚の一人は、「申立人は正

社員であったが、いつまで勤務していたかは不明である。」と供述している上、

申立期間始期直後の同年５月１日に同事業所において被保険者資格を取得して

いる二人の同僚は、いずれも「申立人を知らない。」と供述していることを踏

まえると、申立人が申立期間において同事業所に継続して勤務していたことを

推認することはできない。 

 また、申立人のＡ社における雇用保険（失業保険）の加入記録において、申

立人が同事業所を昭和 45年２月 28日に離職したことが確認でき、当該記録は、

上記名簿における厚生年金保険被保険者資格喪失日と一致している。 

さらに、Ａ社は、平成９年６月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっており、当時の事業主も既に死亡していることから、申立期間にお

ける勤務実態及び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認する

ことができない。 

加えて、申立人は、「退職後は、自身で国民年金の加入手続を行い、父又

は自身で保険料を納付していた。」と供述しているところ、オンライン記録



  

により、申立人が昭和 45 年３月１日に国民年金被保険者資格を取得し、申立

期間の国民年金保険料を現年度納付（昭和 45 年 10 月分からは付加保険料も

納付）していることが確認できる。    

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1778 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年９月 30日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社には昭和54年９月末まで

勤務したにもかかわらず、同年９月については、厚生年金保険の被保険者

期間でないとされていることが確認できた。 

昭和54年９月末まで勤務したのは間違いなく、年金の加入期間に空白は無

いよう気を付けていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の雇用保険情報により、申立人のＡ社の離職日が昭和54年

９月29日であることが確認できるところ、同事業所に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において、申立人の被保険者資格の喪失日が同年９月30日と記

録されていることから、厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第14条の規

定に準じ、事業主は、申立人が同事業所に使用されなくなった日の翌日を厚生

年金保険被保険者資格の喪失日として届け出たものと考えられる。 

また、当該被保険者名簿により、申立人と同日に当該事業所において被保

険者資格を喪失している同僚が複数確認でき、これらの同僚に照会したものの、

昭和54年９月分の給与から同月に係る厚生年金保険料が控除されていることを

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない上、当該事業所の事業主は

死亡しており、勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 1779 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 11年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年６月 27日から 33年１月６日まで 

昭和 30 年４月にＡ社に入社し、37 年４月 29 日まで勤務したが、同事業

所に係る厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間につ

いて被保険者記録が無いとの回答を得た。 

申立期間も継続して勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、Ｂ社に名称変更後の昭和 42 年３月 23 日に厚生年金保険の適用事

業所に該当しなくなっており、当時の事業主も死亡していることから、同事業

主からの供述及び賃金台帳等の関連資料を得ることができない上、複数の同僚

からは、申立人に係る厚生年金保険の適用状況に関する具体的な供述も得られ

ず、申立期間における事業主による厚生年金保険料控除について確認すること

ができない。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保

険者名簿」という。）には、申立人に係る資格喪失年月日欄に「30．６．27」

が記録されており、同記録は申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）と一致する上、被保険者名簿の備考欄には「７月１日被保険者証返納済」

の旨が記録されていることが確認できる。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申立期

間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 1780 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 11年生  

住    所 ：   

   

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 31年２月１日から 38年１月１日まで 

社会保険事務所（当時）へ照会したところ、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤

務した期間の厚生年金保険被保険者期間は、脱退手当金の支給対象となっ

ている旨の回答をもらったが、私は請求もしていないし、受け取った憶
おぼ

え

も無いので、脱退手当金の支給記録を訂正し、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人に係る

「備考」欄には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記さ

れているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 38 年３

月 28 日に支給決定されているほか、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には

同年２月９日に脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を社会保

険庁（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は,申立期間

と申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給した

ために番号が異なっているものと考えるのが自然である上、申立人が申立期間

に勤務していた事業所は、「退職する者に対しては、脱退手当金に関する説明

を行っており、脱退手当金受給手続等を解説した資料（退職者のための社会保

険のしるべ）を配布していた。」と回答している。 

さらに、申立人は、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者証を所持しておらず、

申立人から聴取しても、脱退手当金を受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

福岡厚生年金 事案 1781 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 大正 15年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20年５月１日から 21年４月ごろまで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に昭和 21 年４月ごろまで勤務していたが、

申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 20 年５月以降もＡ社Ｃ工場に勤務し、21 年１月に研修を受

講したと申し立てているものの、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿によれば、申立人が一緒に研修を受講したとして名前を挙げる者の被保

険者記録は確認できない。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、「資格喪

失年月日 昭和 20 年５月１日、原因 自己便宜」と記載されており、申立人

の厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、オンライン記録（被保険者記録照会

回答票）と一致している上、上記の被保険者名簿によれば、申立期間において

申立人の被保険者記録は確認できない。 

さらに、Ｂ社は、「当社が保管する被保険者名簿には申立人の氏名の記載

は確認できるものの、資格取得日及び資格喪失日は記載されておらず、また、

申立期間当時の人事記録及び賃金台帳が保管されていないことから、厚生年金

保険の適用及び保険料控除の事実は分からない。」と回答している上、申立人

が当該事業所において一緒に勤務していたとして名前を挙げる同僚は既に死亡

していることから、申立期間における勤務実態及び事業主による厚生年金保険

料控除の事実について確認することができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されてい

たことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人の申立期間



  

における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1782 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月 21日から 44年３月 19日まで 

社会保険事務所（当時）の記録によると、Ａ社が経営する店舗に勤務して

いた期間のうち、中間の期間である申立期間の厚生年金保険の被保険者記

録が無いとのことであった。同社には継続して勤務しており、毎月の給料

から厚生年金保険料が控除されていたはずである。また、同社が申立期間

において厚生年金保険被保険者の資格喪失や再取得の手続をしたことは知

らなかった。申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社が経営する店舗に継続して勤務していたと申し立てている

ものの、申立人と同じ店舗に勤務していた同僚二人のうち一人は、「時期は特

定できないものの、申立人は一度会社を退職したのではないか。当初は申立人

と二人で勤務していたが、その後は申立人と入れ替わりに入った者と二人で勤

務していた。」 、他の一人は、「私は昭和 43 年５月ごろから勤務したが、

申立人は憶
おぼ

えていないし、一緒に働いたことはない。」と供述している。 

また、公共職業安定所の雇用保険被保険者記録によれば、申立人は、昭和

43 年４月 20 日に当該事業所を離職し（厚生年金保険被保険者資格の喪失日は

離職日の翌日）、44 年３月 19 日に被保険者資格を再取得していることが確認

でき、厚生年金保険被保険者記録と一致している。 

さらに、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 54 年 10 月 12 日に

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、事業主は既に死亡してい

る上、事業主の妻（元取締役）及び申立人が勤務する店舗の責任者であった元

常務は、それぞれ「当時の資料は残っておらず、当社において、申立人に係る

厚生年金保険の被保険者記録に空白がある理由は分からない。」、「申立人の



  

厚生年金保険被保険者記録が申立期間に空白になっていることについては知ら

なかった。」と回答しており、申立期間における勤務実態及び事業主による厚

生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1783 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 12年生  

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 28年８月ごろから 30年まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間について厚生年金保険の加入記録

が無い。 

当時は社長の自宅に下宿して働いており、厚生年金保険に加入していた

はずであるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人が名前を挙げ

る同僚の被保険者記録が確認できることから判断すると、期間の特定はできな

いものの、申立人が同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人と同時期に勤務したことがあると供述する同僚につい

て、申立人の申立期間における当該同僚の被保険者記録は確認できない上、申

立人及び同僚は当時の従業員数を 15 人ぐらいと供述しているところ、上記被

保険者名簿によると、申立期間において被保険者数は従業員数を下回る人員で

推移しており、申立事業所においては、必ずしもすべての社員を一律に厚生年

金保険に加入させる取扱いではなかった事情がうかがえる。 

また、当該事業所は、「当時の資料は保管されていない。在籍の記録が無く、

社会保険料控除の状況等は不明である。」と回答している上、申立人が名前を

挙げる同僚及び当該被保険者名簿に被保険者記録がある他の者からも厚生年金

保険料控除についての供述を得ることはできず、申立期間における勤務実態及

び事業主による厚生年金保険料控除の事実について確認することができない。 

さらに、上記の被保険者名簿では、申立人の被保険者記録は確認できない。

一方、同名簿において申立期間における健康保険の整理番号に欠番が無いこと



  

から、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

福岡厚生年金 事案 1784 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡）  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和３年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年９月１日から 33年７月１日まで 

Ａ県が証明している履歴書のとおり、昭和 31 年９月１日からＡ県Ｂ事務

所（現在は、Ｃ事務所）において公共事業の現場班長として勤務していた

はずである。  

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ県が証明している申立人に係る履歴書により、申立人が申立期間におい

てＡ県Ｂ事務所に勤務していたことが認められる。 

 しかしながら、オンライン記録によれば、当該事業所が厚生年金保険の適用

事業所となったのは、昭和 33 年７月１日であり、申立人に係る厚生年金保険

被保険者台帳（旧台帳）においても、申立期間における厚生年金保険の被保険

者記録は確認できない。 

また、Ａ県Ｂ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に被保険者

記録が確認できる同僚二人は、「申立人は公共事業の現場班長だった。私は技

術関係の臨時職員として勤務しており、当初は、厚生年金保険に加入していな

かったが、Ｂ事務所から『昭和 33 年７月１日から厚生年金保険に加入す

る。』と記載された証明書を渡され、その後に厚生年金保険に加入した。」、

「私はＢ事務所で現場就労者の賃金計算をしていた。私が入ったとき申立人は

同就労者として勤務していたが、その後、申立人は同就労者の中から選ばれた

現場班長になった。当時の厚生年金保険料控除については分からない。」と供

述しており、同事業所における両人の厚生年金保険被保険者の資格取得日は、



  

申立人と同日であることが確認できる。 

さらに、Ａ県人事担当課は、「申立期間における厚生年金保険の適用状況

等に係る資料が保管されておらず、厚生年金保険の加入状況は不明である。」

と回答しており、申立期間における事業主による厚生年金保険料控除について

確認することができない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

 これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1785 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月１日から 41年２月７日まで 

Ａ社Ｂ営業所（昭和 45 年５月にＣ社として独立）に営業担当として勤務

していた申立期間に係る被保険者記録が無い。 

昭和 40 年４月から勤務していたことは事実であるので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 40 年４月からＡ社Ｂ営業所に勤務していたと申し立ててい

るが、Ａ社では、「当時の労働者名簿を保管しており、それによると、申立人

の雇入日は昭和 41 年２月であると記載されている。」と回答している上、申

立人の紹介で同事業所に入社したとしている同僚は、「昭和 41 年春に申立人

と一緒に同じ高校を卒業した。私は、高校卒業後、別の会社に就職したが、42

年７月に申立人の勧めでＡ社Ｂ営業所に入社した。」と供述している。 

また、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人

の被保険者資格取得日は昭和 41 年２月７日となっており、申立期間における

申立人の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

 これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

福岡厚生年金 事案 1786 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生  

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月 23日から 43年３月 21日まで 

Ａ社Ｂ工場（現在は、Ａ社Ｃ工場）において昭和 42 年 10 月 23 日から社

員処遇になった 43 年３月 21 日までの間、雇員として勤務しており、給与

明細書には「厚年健保」保険料控除の記載があるにもかかわらず、申立期

間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

公共職業安定所の雇用保険被保険者記録並びにＡ社Ｃ工場が保管する従業

員連絡票及び退職簿から、申立人が申立期間において同社Ｂ工場に勤務してい

たことが認められる。 

しかしながら、当該事業所が保管する申立人に係る従業員連絡票には、

「昭和 42 年 10 月から 43 年３月までの期間、二ヶ月臨時工」と記載されてい

る上、上記の雇用保険被保険者記録においても、２か月単位で申立人の被保険

者期間が更新されており、申立人は、申立期間において「２か月以内の期間を

定めて使用される者」であったと考えられる。 

また、日雇労働者健康保険氏名索引簿によれば、申立人は、昭和 42 年 10

月 20 日に日雇労働者健康保険被保険者資格を取得していることが確認できる。 

さらに、申立人は、自身が所持する給与明細書には「厚年健保」保険料が

控除されていることを示す記載があると申し立てているが、Ａ社では、「当時、

日雇労働者健康保険制度があり、申立人は同健康保険に加入していたために控

除した保険料を給与明細書の『厚年健保』欄に記入していたと推測される。」

と回答している上、「厚年健保」欄に記載されている控除額は、申立期間当時

の日雇労働者健康保険料日額に基づき算出した当該保険料の月額と一致する。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これら事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 


